
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
七
号

特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
規
則

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
サ
ー
ビ
ス
業
実
態
調
査
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
省
令
の
目
的
）

第
一
条
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し

て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
調
査
の
目
的
）

第
二
条
　
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
は
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
関
す
る
施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
調
査
の
期
日
）

第
三
条
　
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
は
、
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
（
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
年
を
除
き
、
毎
年

七
月
一
日
現
在
に
よ
つ
て
行
う
。

（
調
査
の
範
囲
）

第
四
条
　
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
企
業
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
所
の
う
ち
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
調
査
企
業
」
及
び
「
調
査
事

業
所
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
企
業
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
所
で
あ
つ
て
も
、
次
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
等
に
あ
る
も
の
（
避
難
解
除
等
区
域
（
福
島

復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
等
区
域
を
い
う
。
）
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
「
警
戒
区
域
等
」
と
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
）
に
関
し
て
原
子
力

災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
（
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
本

部
長
を
い
う
。
）
が
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
。
）
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
つ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
指
示
の
対
象
と
な
つ
た
区
域
を
い
う
。

一
　
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
区
域
の
設
定
を
行
う
こ

と
の
指
示

二
　
住
民
に
対
し
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
指
示
、
勧
告
、
助
言
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
こ
と
の
指
示

（
調
査
事
項
）

第
五
条
　
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
調
査
企
業
及
び
調
査
事
業
所
の
業
種
及
び
従
業
者
数
に
応
じ
て
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
事
業
所
名
及
び
所
在
地

二
　
企
業
名
及
び
所
在
地

三
　
本
社
の
所
在
地

四
　
経
営
組
織
及
び
資
本
金
額
又
は
出
資
金
額

五
　
本
支
社
別

六
　
事
業
の
形
態

七
　
会
社
系
統

八
　
年
間
売
上
高

九
　
年
間
契
約
高
及
び
契
約
件
数

十
　
年
間
営
業
費
用
及
び
年
間
営
業
用
固
定
資
産
取
得
額

十
一
　
従
業
者
数

十
二
　
会
員
数

十
三
　
加
盟
店
数

十
四
　
入
場
者
数

十
五
　
施
設

十
六
　
受
講
生
数

（
調
査
票
の
様
式
）

第
六
条
　
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
は
、
調
査
企
業
及
び
調
査
事
業
所
の
業
種
及
び
従
業
者
数
に
応
じ
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
（
以
下
単
に
「
調
査
票
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
告
示
す
る
。

（
報
告
義
務
）

第
七
条
　
調
査
事
業
所
の
管
理
責
任
者
及
び
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
報
告
義
務
者
」
と
い
う
。
）
は
、
調
査
票
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
企
業
（
以
下

「
一
括
調
査
企
業
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
調
査
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
一
括
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
一
括
調
査
企
業
の
報
告
義
務
者
」
と
い
う
。
）
が
一
括
し
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
調
査
の
方
法
）

第
八
条
　
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
報
告
義
務
者
又
は
一
括
調
査
企
業
の
報
告
義
務
者
に
配
布
す
る
調
査
票
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
報
告
義
務
者
又
は
一
括
調
査
企
業
の
報
告
義
務
者
が
調
査
票
の
配
布
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
調
査
票
の
配
布
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
報
告
義
務
者
は
、
調
査
票
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
こ
れ
に
記
名
し
て
、
一
部
を
調
査
期
日
の
属
す
る
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
一
括
調
査
企
業
の
報
告
義
務
者
は
、
調
査
票
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
こ
れ
に
記
名
し
て
、
一
部
を
調
査
期
日
の
属
す
る
年
の
八
月
十
五
日
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
報
告
義
務
者
又
は
一
括
調
査
企
業
の

報
告
義
務
者
が
調
査
票
を
提
出
す
る
場
合
は
、
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
提
出
）

第
十
条
　
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
の
提
出
は
、
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
調
査
票
の
様
式
に
準
ず
る
様
式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
十
条
の
二
　
前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二
　
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
十
条
の
三
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二
　
ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る
方
式

三
　
文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方
式

２
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改

行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
条
の
四
　
第
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
調
査
票
名

二
　
調
査
年

三
　
一
括
調
査
企
業
名

四
　
一
括
調
査
企
業
の
報
告
義
務
者
氏
名

（
集
計
及
び
公
表
）

第
十
一
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
査
票
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
内
容
を
審
査
し
、
集
計
し
た
上
、
そ
の
集
計
の
結
果
を
集
計
後
、
速
や
か
に
公
表
す
る
。

（
調
査
票
等
の
保
存
期
間
）

第
十
二
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
査
票
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
集
計
表
を
三
年
間
保
存
す
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
査
票
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
集
計
表
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録

を
い
う
。
）
を
永
年
間
保
存
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
八
年
特
定
サ
ー
ビ
ス
業
実
態
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
百
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
五
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
一
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
〇
月
五
日
通
商
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
一
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
四
一
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
九
月
一
六
日
通
商
産
業
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
二
日
通
商
産
業
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
二
二
日
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
九
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
二
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
〇
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
一
日
通
商
産
業
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
〇
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
五
日
通
商
産
業
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
一
日
通
商
産
業
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
二
日
通
商
産
業
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
〇
月
六
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
二
一
日
通
商
産
業
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
五
日
通
商
産
業
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
八
日
経
済
産
業
省
令
第
一
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
二
六
日
経
済
産
業
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
八
月
二
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
八
日
経
済
産
業
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
統
計
調
査
規
則
第
八
条
、
ガ
ス
事
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
第
五
条
第
一
項
、
経
済
産
業
省
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
第
八
条
第
一
項
、
商
業
動
態
統
計
調

査
規
則
第
七
条
、
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
規
則
第
七
条
、
経
済
産
業
省
特
定
業
種
石
油
等
消
費
統
計
調
査
規
則
第
七
条
、
経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本
調
査
規
則
第
八
条
及
び
石
油
製
品
需
給
動
態
統
計
調
査
規
則
第
六
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
の
申
告
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
調
査
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
二
日
経
済
産
業
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
一
日
経
済
産
業
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
四
月
二
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
調
査
の
期
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
属
す
る
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

番
号
業
種

業
種
の
範
囲

一

映
像
情
報
制
作
・
配
給
業

統
計
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準
産
業
分
類
（
以
下
「
日
本
標
準
産
業
分
類
」
と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
小
分
類
四
一
一―

映
像
情
報
制
作
・
配

給
業

二

音
声
情
報
制
作
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
四
一
二―

音
声
情
報
制
作
業

三

新
聞
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
四
一
三―

新
聞
業

四

出
版
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
四
一
四―

出
版
業
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五

映
像
・
音
声
・
文
字
情
報
制
作
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ

ス
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
四
一
六―

映
像
・
音
声
・
文
字
情
報
制
作
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

六

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
、
割
賦
金
融
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
六
四
三―

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
、
割
賦
金
融
業

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

番
号

業
種

業
種
の
範
囲

一

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
三
九
一―

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

二

情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
三
九
二―

情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業

三

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
四
〇
一―

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業

四

各
種
物
品
賃
貸
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
〇
一―

各
種
物
品
賃
貸
業

五

産
業
用
機
械
器
具
賃
貸
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
〇
二―

産
業
用
機
械
器
具
賃
貸
業

六

事
務
用
機
械
器
具
賃
貸
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
〇
三―

事
務
用
機
械
器
具
賃
貸
業

七

自
動
車
賃
貸
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
〇
四―

自
動
車
賃
貸
業

八

ス
ポ
ー
ツ
・
娯
楽
用
品
賃
貸
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
〇
五―

ス
ポ
ー
ツ
・
娯
楽
用
品
賃
貸
業

九

そ
の
他
の
物
品
賃
貸
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
〇
九―

そ
の
他
の
物
品
賃
貸
業

十

デ
ザ
イ
ン
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
二
六―

デ
ザ
イ
ン
業

十
一

広
告
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
三
一―

広
告
業

十
二

機
械
設
計
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
四
三―

機
械
設
計
業

十
三

計
量
証
明
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
四
五―

計
量
証
明
業

十
四

冠
婚
葬
祭
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
七
九
六―

冠
婚
葬
祭
業

十
五

映
画
館

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
八
〇
一―

映
画
館

十
六

興
行
場
（
別
掲
を
除
く
）
、
興
行
団

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
八
〇
二―

興
行
場
（
別
掲
を
除
く
）
、
興
行
団

十
七

ス
ポ
ー
ツ
施
設
提
供
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
八
〇
四―

ス
ポ
ー
ツ
施
設
提
供
業

十
八

公
園
、
遊
園
地

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
八
〇
五―

公
園
、
遊
園
地

十
九

学
習
塾

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
八
二
三―

学
習
塾

二
十

教
養
・
技
能
教
授
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
八
二
四―

教
養
・
技
能
教
授
業

二
十
一

機
械
修
理
業
（
電
気
機
械
器
具
を
除
く
）

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
九
〇
一―

機
械
修
理
業
（
電
気
機
械
器
具
を
除
く
）

二
十
二

電
気
機
械
器
具
修
理
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
九
〇
二―

電
気
機
械
器
具
修
理
業
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